
三老ショートステイ八幡のゆ 

指定（介護予防）短期入所生活介護事業所運営規程 

 

 (事業の目的) 

第１条  社会福祉法人恵生会が開設する三老ショートステイ八幡のゆ指定短期入所生活介護事業所（以

下「事業所」という。）が行う指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護の事業

（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する必要な事項

を定め、老人福祉法の理念及び介護保険法に基づき、また、「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」を遵守し、利用者の生活の安定及び充実、並びに家族の身体的及び

精神的負担の軽減を図り、事業所ごとに置くべき従事者（以下「短期入所生活介護従事者」とい

う。）が、要支援状態及び要介護状態にある高齢者に対し適正な指定短期入所生活介護を提供す

ることを目的とする。 

 

 （運営の方針） 

第２条  事業の実施に当たっては、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食

事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の

維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図る。 

   ２ 事業の実施にあたっては、区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービ

スとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

 

 （事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

   １ 名 称 三老ショートステイ八幡のゆ指定短期入所生活介護事業所 

   ２ 所在地 青森県三戸郡南部町大字小向字八幡 19-1 

 

 （事業の種類並びに職員の職種、員数及び員数） 

第４条  事業所において行う事業は短期入所生活介護及びに介護予防短期入所生活介護とする。 

   ２ 事業所に配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。ただし、法令に基づき兼務する

ことができることとする。 

   （１）医師              １ 名（非常勤） 

（２）管理者             １ 名（常勤兼務） 

   （３）生活相談員           １ 名以上 

   （４）介護職員            ８ 名名以上 

   （５）看護職員            １ 名以上 

   （６）栄養士             １ 名（非常勤） 

   （７）機能訓練指導員         １ 名以上 

   （８）調理員             ３ 名以上 

   （９）業務員   １ 名以上 

    

   ３ 前項に定める者の他、必要に応じてその他の職員を置くことができる。 



（職務内容） 

第５条  職員の職務内容は次のとおりとする。 

（１）医師は、利用者の診察、健康管理、急変時の指示・対応を行う。 

（２）管理者は、事業所の業務を統括するとともに、従業者の管理及び利用の申込みに係る調整及

び従業者に居宅基準の第９章第４節の規程を遵守させるため必要な指揮命令を行う。 

（３）生活相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに各個人ごとの処遇の企画及び実施

に関することに従事する。 

（４）介護職員は、利用者の必要な日常生活上の介護、援助、危機防止に従事する。 

（５）看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事する。 

（６）栄養士は、献立の作成、経口摂取への移行、療養食の提供、栄養量計算及び調理員への指導

等の食事業務全般並びに栄養指導に従事する。 

（７）機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持に努め、その減

退を防止するための訓練指導、助言を行う。 

（８）調理員は、給食業務に従事する。 

   （９）業務員は、清掃、洗濯業務に従事する。 

 

 （利用定員） 

第６条  事業所の利用者の定員は、２０名とする。 

 

 （実施地域） 

第７条  通常の事業の実施地域は、南部町、三戸町、田子町、新郷村、五戸町、二戸市とする。 

 

 （短期入所生活介護計画の作成） 

第８条  事業所は、サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれてい

る状況を十分把握し、介護計画を作成する。また、既に居宅サービス計画が作成されている場合

は、その内容にそった介護計画を作成する。 

   ２ 介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得

る。 

   

 （サービスの提供） 

第９条  職員は、サービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して、処遇上必要な事項につ

いて、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

  

 （入浴） 

第１０条 １週間に２回以上、入浴させる。ただし、看護師が入浴が適当でないと判断する場合には清拭を 

実施するなど利用者の清潔保持に努める。 

 

 （食事） 

第１１条 食事は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮する。  

   ２ 食事の時間は、概ね次のとおりとする。 

  



（１）朝食 午前 ７時４５分～８時４５分 

  （２）昼食 午後 ０時００分～１時００分 

  （３）夕食 午後 ５時１５分～６時００分 

 （送迎） 

第１２条 利用者の入所時及び退所時には、利用者の希望、状態により自宅までの送迎を行う。 

   

 （相談援助） 

第１３条 職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は 

    その家族に対し、その相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。 

 

 （機能訓練） 

第１４条 事業所は、利用者の体力や機能の低下を防ぐために、必要な訓練及び日常生活に必要な基本的

動作を獲得するための訓練を行う。 

 

 （健康保持） 

第１５条 看護職員は、常に利用者の健康状態に注意し、日常における健康保持のための適切な措置をと

り、必要に応じてその記録を保存する。 

 

 （利用料） 

第１６条 事業所は、利用料の額を別紙料金表によるものとし、法定代理受領サービスである時は、その

額の１割とする。実施地域を越えて行う送迎に要する費用、食材料費、理美容代、教養娯楽費等

に関する諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。 

   ２ 事業所は、利用者から支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

明したうえで支払いに関する同意を得る。 

   ３ 利用者は、事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。 

 

 （契約書の作成） 

第１７条 事業所は、サービスを提供するにあたって本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に

契約書の書面をもって説明し、同意を得たうえで署名（記入押印）を受けることとする。 

 

（外出） 

第１８条 利用者は、外出しようとするときは、その都度、外出先、用件、事業所へ帰着する予定時間等

を管理者に届出るものとする。 

 

 

 （衛生保持） 

第１９条 利用者は、事業所の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また事業所に協力するもの

とする。 

  



（事業所内の禁止行為） 

第２０条 利用者は、事業所内で次の行為をしてはならない。 

（１）喧嘩、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。 

（２）政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排撃

したりすること。 

（３）指定した場所以外で火気を用いること。 

（４）事業所の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

（５）故意又は無断で事業所若しくは備品に損害を与え、又はこれらを事業所以外に持ち出すこと。 

 

 （災害、非常時の対応） 

第２１条 事業所は、消防法令に基づき防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時

に備えて必要な設備を設ける。 

   ２ 事業所は、消防法令に基づき、非常災害等に対して具体的な消防計画等の防災計画を立て、職

員及び利用者が参加する消火、通報及び非難の訓練を原則として少なくとも年２回以上実施する。 

   ３ 利用者は、健康上又は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方

法で、職員に事態の発生を知らせる。 

 

（緊急時の対応方法） 

第２２条 利用者は、身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼

夜を問わず２４時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。 

   ２ 職員は、ナースコール等で利用者から緊急の対応要請があった時は、速やかに家族に連絡し、

サービス提供を継続するか、かかりつけ医に診断する等の相談を行い適切な対応を行う。 

   ３ 利用者が予め近親者等緊急連絡先を届けている場合は、医療機関への連絡とともに、その緊急

連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行う。 

 

 （身体拘束） 

第２３条 事業所は、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身

体を保護するために緊急やむを得ない場合には、家族の「利用者の身体拘束に伴う申請書」に同

意を受けたときにのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるものとする。 

 

 （事業所・設備） 

第２４条 事業所・設備の利用時間や生活ルール等は、管理者が利用者と協議のうえ決定する。 

   ２ 利用者は、定められた場所以外に私物を置く、または占用してはならない。 

   ３ 事業所・設備等の維持管理は職員が行う。 

 

 （苦情処理） 

第２５条 利用者は又は身元引受人は、提供されたサービス等につき、苦情を申し出ることができる。 

   ２ 事業所は、あらかじめ苦情受付担当者を指定し、「重要事項説明書」に記載する。 

   ３ 管理者は、苦情の申し出があった場合は、速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の

必要性の有無及び改善方法について利用者又は身元引受人に報告するものとする。 

 



 （事故処理） 

第２６条 事業所内で利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者家族に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じる。 

   ２ 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

   ３ 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第２７条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

 （秘密の保持） 

第２８条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。職員でなくな

った後においても同様とする。 

   ２ 事業所は、個人情報に関して利用者より文書にて同意を得る。また、利用者は、その使用目的

の説明、開示の拒否、利用の停止等を事業所側に申し出、事業所は、その申し出の内容が妥当で

あると判断した場合は、それに応じなければならない。 

 

 （その他） 

第２９条 この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は、社会福祉法人恵生会と管理者との協議

に基づいて定める。 

 

 

   附 則 

  この規程は、平成 24年 10月 1日から施行する。 

平成 24年 12月 1日から一部改正施行する。 

平成 27年 4月 1日から一部改正施行する。 

平成 29年 4月 1日から一部改正施行する。 

平成 30年 4月 1日から一部改正施行する。 

平成 31年 4月 1日から一部改正施行する。 

令和 1年 10月 1日から一部改正施行する。 

令和 3年 8月 1日から一部改正施行する。 

令和４年 10月 1日から一部改正施行する。 

令和６年４月１日から一部改正施行する。 

令和６年６月１日から一部改正施行する。 

令和７年５月１日から一部改正施行する。 

 

 



（指定短期入所生活介護の利用料等） 

介護保険給付対象サービスの利用料                    （単位：円） 

利

用

料 

要介護１ ６，４５０ 
      

1日につき        

要介護２ ７，１５０ 1日につき        

要介護３ ７，８７０ 1日につき        

要介護４ ８，５７０ 1日につき        

要介護５ ９，２６０ 1日につき        

送迎 １，８４０ 片道        

利用者負担金 
法定代理受領の場合は、上記金額の 1割（ただし、利用者負担

の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による）。 

  （注）加算費用については、対象となる費用のみ記載する。 

 

介護保険給付対象外サービスの利用料 

居住費 １日       １，２３１円 

食材料費 １日       １，５９５円 

理美容代 実費 

通常の実施地域を越える交通費 
２０㎞超え１０㎞まで５００円 

その後１０㎞ごとに１，０００円 

その他日常生活費 

対象費用がある場合に記載する、 

 例１ 利用者の希望により購入する身の回り品  実費 

    （歯ブラシ、シャンプー、化粧品、タオル等個人の

日用品等） 

  ２ 利用者の希望による教養娯楽費用     実費 

    （行事やクラブ活動による材料費等） 

 

 

 



（指定介護予防短期入所生活介護の利用料等） 

介護保険給付対象サービスの利用料                    （単位：円） 

利

用

料 

要支援１ ４，７９０ 1日につき        

要支援２ ５，９６０ 1日につき        

送迎 １，８４０ 片道 

利用者負担金 
法定代理受領の場合は、上記金額の 1割（ただし、利用者負

担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による）。 

（注）加算費用については、対象となる費用のみ記載する。 

 

介護保険給付対象外サービスの利用料 

居住費 １日       １，２３１円 

食材料費 １日       １，５９５円 

理美容代 実費 

通常の実施地域を越える交通費 
２０㎞超え１０㎞まで５００円 

その後１０㎞ごとに１，０００円 

その他日常生活費 

対象費用がある場合に記載する、 

 例１ 利用者の希望により購入する身の回り品  実費 

    （歯ブラシ、シャンプー、化粧品、タオル等個人の

日用品等） 

  ２ 利用者の希望による教養娯楽費用     実費 

    （行事やクラブ活動による材料費等） 

 

 


